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第Ⅴ章 災害時の住宅対策  

Ⅴ－１ 災害時の住宅応急対策  
 

大規模災害が発生したとき、県及び市町村等が行う住宅の応急対策についてまとめると、おおむね下

図のとおりとなります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□応急仮設住宅供給 

□一時提供住宅供給      

○ 公営・公社住宅等を活用して被災者に対し、一時

使用の住宅を提供する。 

○ 自力再建が困難な被災者に対し、応急的な住宅を 

供与する。（災害救助法第４条１項１号） 

□住宅の応急修理・障害物の除去 

 

□被災住宅再建支援 

○ 自力で修繕や障害物の除去ができない被災者に代

わり、行政が応急的な措置を行う。 

（応急修理：災害救助法第４条１項６号） 

（障害物の除去：災害救助法第４条１項 10 号に基づく

政令第２条第２項） 

○ 住宅再建のための相談窓口（技術相談・住宅金融

相談等）を設置する。 

〇融資制度の拡充要請等を行う。 

□被災調査・応急措置 

○ 公営住宅の被災状況を調査し、応急的な措置を行 

う。 

住宅の応急対策 

■ 応急住宅供給対策 

 

■ 持ち家再建支援 

■ 公営住宅応急対策 
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Ⅴ－２ 神奈川県の被害想定  
 
図表 ５－１－１ 「神奈川県の表層地盤のゆれやすさマップ」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地震による地表でのゆれの強さは、主に、「地震の規模（マグニチュード）」、「震源からの距離」、「表

層地盤」の３つによって異なります。 

一般には、マグニチュードが大きいほど、また、震源から近いほど地震によるゆれは大きくなります。

しかし、マグニチュードや震源からの距離が同じであっても、表層地盤の違いによってゆれの強さは大

きく異なり、表層地盤がやわらかな場所では、かたい場所に比べてゆれは大きくなります。 

この効果を、ここでは「表層地盤のゆれやすさ」と表現しています。 

「地盤のゆれやすさ全国マップ」は、全国の表層地盤のゆれやすさを地図として表現したものです。 

「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」について 

平成17年10月19日内閣府政策統括官（防災担当） 
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図表５－１－２ 神奈川県内で発生する可能性がある大規模地震における被害想定（冬の 18 時） 

「神奈川県地震被害想定調査報告書（概要版）令和７年３月」（神奈川県地震被害想定調査委員会）より 
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Ⅴ－３ 応急住宅供給対策  

 
１ 一時提供住宅の供給 

(1) 趣旨 

災害が発生した際に、公営住宅等の公的賃貸住宅の供給可能戸数を把握し、被災者に一時的な

住宅を提供する。 

(2) マニュアルの作成 

「神奈川県一時提供住宅供給マニュアル」平成 17年６月 17日策定、平成 28 年 4 月改訂、令和

３年６月改定。 

 

２ 応急仮設住宅の供給 

(1) 災害救助法における位置づけ 

地震等による大規模災害が発生し災害救助法が適用された場合、知事は法で定められた期間内

に当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対し、応急仮設住宅の供与を行う。 

応急仮設住宅には、建設し供給するもの（建設型応急住宅）と民間賃貸住宅を借上げて供給す

るもの（賃貸型応急住宅）がある。 

(2) 救助実施市の指定 

平成 30 年 6 月に災害救助法が改正され、内閣総理大臣の指定により、政令市が、救助実施市と

して救助の実施主体となれることとなり、本県の３つの政令指定都市（横浜市、川崎市及び相模

原市。以下 3 政令市。）は、平成 31年 4月に救助実施市に指定された。 

県は、救助主体が複数存在することになっても、引き続き、県の広域調整の下で公平で迅速な

応急仮設住宅の供給が行えるよう「災害救助に係る神奈川県資源配分計画（くらし安全防災局所

管）（以下、「県資源配分計画」という。）」の個別計画として「応急仮設住宅の供給に係る神奈川

県資源配分計画」を平成 30 年 12 月 27 日に策定した（令和７年６月 10 日改定）。 

また、県資源配分計画を踏まえ、応急仮設住宅等に関する協定を、県、救助実施市（３政令市）

及び関係団体と改めて締結した（本協定締結に伴い、県と関係団体との間で締結していた従前の

協定を廃止）。 

 

 ３ 建設型応急住宅 

(1) 規模 

従前は、１戸当たり 29.7 ㎡（９坪・風呂付き）を基本としていたが、平成 29 年 4月 1日（内

閣府告示第 535 号）より、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じ

て設定することとされた。 

(2) 建設型応急住宅の設置のために支出できる費用 

一戸当たり平均の国庫負担額 ７，０８９千円以内（各年度災害救助基準による）。 

団地全体の平均が当該金額以内であること。内閣総理大臣との協議により、国庫負担を増額す

ることも可能（災害救助法施行令第３条第２項）。 

(3) 建設場所 

毎年度実施している候補地調査により把握された公共空地等の中から、次の条件等を考慮して

建設地を決定する。 

      ・ 浸水、がけ崩れ等の危険がないこと。（平成 24 年１月に標高情報を追加。） 

      ・ 水道、電気等のライフラインの整備が容易であること 

      ・ 仮設住宅の資機材の搬入等が容易であること 

      ・ まとまった敷地であること 

      ・ 日常生活に支障を来さない場所であること 
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災害時に迅速に建設場所が決定できるよう、候補地調査の結果はデータベース化している。  

(4) 協定の締結 

県及び３政令市（以下「県等」という。）は、建設型応急住宅の供給を実施するにあたり、資機

材の調達及び要員の確保について、（一社）プレハブ建築協会、（一社）全国木造建設事業協会、

（一社）日本木造住宅産業協会神奈川支部、（一社）日本ムービングハウス協会及び（一社）神

奈川県建設業協会と協定を締結している。 また、県等への助言、被災者相談等について、（一社）

神奈川県建築士事務所協会と協定を締結している。 

 

【応急仮設住宅の供給可能戸数】 

当該供給可能戸数は、各団体の建設能力を、戸当たり 29.7 ㎡（9坪相当）に換算した値。 

         

供給依頼先①  （一社）プレハブ建築協会 （令和７年度報告分：関東ブロック地区） 

        供給可能戸数   １か月以内     ３，０００戸 

                          ３か月以内累計  １８，０００戸 

                          ６か月以内累計  ４５，０００戸 

            （注）前提条件 

a プレハブ協会提案の標準仕様及び標準プランで建設すること 

b 各事業所、生産工場が当該災害の被害の影響がないこと 

c 生産資材、生産部材などの原材料、設備機器が確保されること 

d 生産資材、生産部材などの運搬手段が確保されること 

e 建設技術者、労働者が当該地域内外より確保されること 

f 建設地までの交通・輸送ルートが確保されること 

g 給排水・電気・ガス設備は、敷地内（団地内）の範囲とすること 

 

供給依頼先② （一社）全国木造建設事業協会（令和７年度報告分） 

供給可能戸数    １か月        ５００戸 

３か月      １，５００戸 

６か月      ３，０００戸 

 

供給依頼先③ （一社）日本木造住宅産業協会神奈川支部（令和６年度報告分） 

供給可能戸数    １か月以内    １，０００戸 

３か月以内累計  ３，０００戸   

６か月以内累計  ６，０００戸 

 

供給依頼先④ （一社）日本ムービングハウス協会（令和６年度報告分：関東地域） 

供給可能戸数    １か月以内      ５００戸 

３か月以内累計  １，５００戸   

６か月以内累計  ３，０００戸 

        

(5) 建設型応急住宅の供給に係る諸条件等 

     着工期間：災害発生の日から 20 日以内（内閣総理大臣の承認で延長可） 

     供与期間：完成の日から２年以内 

       入居者の負担：家賃は免除とする。 

      集会等に利用するための施設の設置： 

 建設型応急住宅を同一敷地内又は、近接する敷地内に概ね 50 戸以上設置した場合は、居住

者の集会等に利用するための施設を別途設置することができ、50 戸未満の場合でも戸数に応
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じた小規模な施設を設置できる（内閣府告示第 228 号）。 

     建設型応急住宅としての福祉仮設住宅の設置： 

福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であっ

て日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう）を建設型応急住宅とし

て設置することができる（内閣府告示第 228 号）。 

 

 ４ 賃貸型応急住宅の供与 

(1) 規模 

世帯の人数に応じて建設型応急住宅で定める規模に準じる規模とする。 

(2) 民間賃貸住宅の借上げのために支出できる費用 

家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業

者との契約に不可欠なものとして地域の実情に応じた額。 

(3) 協定の締結 

県等は次の３団体と、それぞれ、災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供等に関する協

定を締結している。 

①（公社）神奈川県宅地建物取引業協会 

②（公社）全日不動産協会神奈川県本部 

③（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 

(4) 協定の内容 

上記の団体は、県等の要請があった場合、賃貸型応急住宅として被災者に提供可能な民間賃貸 

住宅に関する情報提供及びその円滑な提供について、可能な限り協力する。 

(5) 賃貸型応急住宅の供給に係る諸条件等  

     着工期間：災害発生の日から速やかに提供 

供与期間：２年以内（建設型応急住宅と同様） 

入居者の負担：家賃は免除とする 

(6) 救助の実績 

令和元年東日本台風及び令和６年台風第 10 号により県内に災害救助法が適用され、賃貸型応

急住宅の制度を実施した。 

 

５ その他 

(ア) 応急仮設住宅の供給に係る事前準備 

応急仮設住宅の設置が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ応急仮設住宅設置の手引き

を作成し、災害発生時の実務や事前準備（建設、用地の選定確保）等を明確にしておくこと。

（災害救助事務取扱要領（内閣府政策統括官（防災担当））） 

(イ) マニュアルの作成 

「神奈川県応急仮設住宅供給マニュアル」平成 18 年９月 20 日策定、平成 25 年度改正、平

成 26年度改正、平成 29年度改正、令和３年６月改定。 
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Ⅴ－４ 持ち家再建支援  
 

１ 住宅の応急修理・障害物の除去 

(1) 趣旨  

災害救助法第４条に基づく住宅の応急修理・障害物の除去は、災害のため住家が大規模半壊、

中規模半壊又は、半壊（半焼）、準半壊若しくは床上浸水等の住家被害を受け、自らの資力で修理・

除去を行うことができず、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない者などに対して、

必要最小限の修理・除去を実施することにより、避難所等への避難や応急仮設住宅への入居の必

要がなくなり、自宅での生活を営むことが可能となる世帯を対象に実施することとしている。 

(2) 応急修理・障害物の除去の範囲、実施方法 

屋根、居室、台所及び便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行う。 

(3) 修理・除去のために支出できる費用（各年度災害救助基準による） 

応急修理：〈住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理〉 

（準半壊以上）１世帯当たり５万３千９百円以内 

     〈日常生活に必要な最小限度の部分の修理〉 

（大規模半壊、半壊）１世帯当たり７３万９千円以内 

（一部損壊（準半壊））１世帯当たり３５万８千円以内 

障害物の除去：１世帯当たり平均１４万３千９百円以内 

(4) 実施時期  

応急修理：〈住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理〉 

      災害発生の日から 10日以内に完了 

〈日常生活に必要な最小限度の部分の修理〉 

災害発生の日から３月以内に完了 

障害物の除去：災害発生の日から 10 日以内に完了 

(5) 協定の締結 

県等は、（一社）神奈川県建設業協会、（一社）全国木造建設事業協会及び（一社）神奈川県建

築士事務所協会と、それぞれ住宅の応急修理及び障害物の除去に関する協定を締結している。ま

た、神奈川県電気工事工業組合とは、住宅の応急修理に関する協定を締結している。 

(6) マニュアルの作成 

「神奈川県住宅の応急修理・障害物の除去マニュアル」平成８年策定、平成 19年度改正、平成 

25 年度改正、令和３年６月改定。 

(7) 救助の実績 

令和元年東日本台風及び令和６年台風第 10号により県内に災害救助法が適用され、住宅の応急

修理及び障害物の除去の両制度を実施した。 

 

２ 相談体制の整備 

(1) 趣旨 

災害が発生したときに、被災住宅の再建支援のため、住宅金融及び建築の専門相談窓口を被災

地域に速やかに設置することで、情報不足による被災者の混乱と不安を軽減し、円滑な住宅再建

を図る。 

(2) これまでの取組状況（協定の締結） 

（ア）独立行政法人住宅金融支援機構との協定 

平成 28 年 3 月 22 日に、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、独立行政法人住

宅金融支援機構が、被災した県民に対し住宅再建及び住宅ローンに関する相談を行う体制を
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整備した。（平成17年９月１日に県と住宅金融公庫首都圏支店が締結した協定の見直し締結。） 

  ・ 県の要請を受け、機構職員が窓口相談を実施 

  ・ 相談内容は①住宅再建、②住宅ローンの返済 

（イ）（一社）神奈川県建築士会、(一社)神奈川県建築士事務所協会、（公社）日本建築家協会関

東甲信越支部 神奈川地域会、(公社)かながわ住まいまちづくり協会及び（一社）全国木

造建設事業協会との協定 

令和６年５月 31 日に（一社）神奈川県建築士会、（一社）神奈川県建築士事務所協会、（公

社）日本建築家協会関東甲信越支部 神奈川地域会、(公社)かながわ住まいまちづくり協会

及び（一社）全国木造建設事業協会と協定を締結し、当該５会が県の要請に基づき住宅相談

のための人員派遣を行う体制を整備した。（平成 17 年９月１日に県と（一社）神奈川県建築

士会と、令和元年 10 月 18 日に県と(一社)神奈川県建築士事務所協会及び(公社)かながわ住

まいまちづくり協会が締結した協定の見直し締結。） 

・ 県の要請を受け、建築士や施工者等が窓口相談・現地相談を実施 

・ 相談内容は、①修繕及び建替え等住宅再建に関する技術的助言、②修繕及び建替えに係

る工事や見積り等に関する助言、③住宅再建に伴い必要となる手続き等に関する助言 

(3) マニュアルの作成 

「神奈川県被災住宅再建支援マニュアル（第１部・第２部）」平成 19 年７月 10 日策定、平成

27 年度改正。 

(4) 住宅再建相談窓口の開設実績 

令和元年東日本台風の対応において、上記（２）(イ)の協定（当時）に基づく要請により、か

ながわ災害時建築相談対策協議会（(一社)神奈川県建築士事務所協会、(一社)神奈川県建築士事

務所協会、（公社）かながわ住まいまちづくり協会で構成する協議会）が設立され、同協議会によ

り住宅再建相談を実施した（国交省の補助事業を原資とした取組）。 

令和６年台風第 10号の対応において、住宅再建相談を実施した（国交省の補助事業を原資とし

た取組）。 

 


